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第７回 杉並区教育基本条例等に関する懇談会 議事録 

 

日   時  平成１９年５月１１日（金）午後６時３０分～午後８時１５分 

場   所  杉並区役所西棟６階 第５・６会議室 

出席委員  会 長 小松 郁夫 

副会長 井上 千枝美 

委 員 太田 篤 

委 員 久保田 恵政 

委 員 髙橋 新一郎 

委 員 内藤 秀人 

委 員 野田 栄一 

委 員 小池 曙 

委 員 斉藤 美恵子 

委 員 星野 直子 

 

欠席委員  井口 容宏 

根本 郁芳 

榊原 禎宏 

 

区側出席者  教育委員会事務局次長   佐藤 博継 

教育委員会事務局教育改革担当部長 小澄 龍太郎 

保健福祉部子ども家庭担当部長  上原 和義 

区民生活部地域課長   末久 秀子 

教育委員会事務局庶務課長  井口 順司 

教育委員会事務局教育改革推進課長 中村 一郎 

 

傍 聴 者     １ 名 

 

配布資料  資料２０ 提言案（未定稿） 

資料２１ 第６回懇談会 発言要旨 
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会長 それでは、時間になりましたので、ただいまから第７回の杉並区教育基本条例等に関する懇談会を

開催いたします。 

 まず最初に、委員の出席状況について事務局から報告をお願いいたします。 

庶務課長 本日は井口委員と根本委員が欠席で、榊原委員が少し遅れるという連絡をいただいています。

そのほかの皆様についてはおそろいです。 

会長 ただいまの報告で過半数の委員の方がご出席ですので、ただいまから懇談会を始めたいと思います。 

 まず事務局から、議事録と本日の配布資料等について説明をお願いします。 

庶務課長 それでは、資料の説明をさせていただきます。 

 まず、１点目、議事録でございます。前回の議事録については各委員に内容をご確認いただきましたの

で、本日お配りしたものを正式な議事録として区の公式ホームページにも掲載しますので、ご了解をいた

だければと思います。 

 それから、配布資料でございます。委員の皆様には事前にお送りさせていただいておりますが、資料２

０の懇談会の提言案をお配りしております。 

 また、資料２１といたしまして、前回の懇談会での各委員の発言要旨を短くまとめたものをお配りして

おります。以上です。 

会長 ありがとうございます。 

 それでは、提言案につきまして、庶務課長に簡単に説明してもらいたいと思います。 

庶務課長 それでは、お手元の資料によりまして、提言案についてご説明をさせていただきます。 

 前回、４月１２日の第６回懇談会におきましては、１つとして規定形式、２つとして条例の構成、「前

文」「目的」「大切にしたい考え方」までを提示させていただきました。その中でもさまざまなご意見を

いただいたところですが、その後４月２７日に起草委員会を開きまして、そこでの議論も踏まえまして、

案としてまとめて送らせていただきました。 

 それでは、内容に入ります。１枚おめくりいただきまして、３ページをご覧ください。今回の提言の全

体をとらえていただくという視点から、概要をまとめております。 

 初めに、１の「規定形式等」のところですが、こちらは形式は条例にすべきということと、条例に前文

を付するということに加えまして、条例の名称は「人づくり条例」の方が適しているということに触れて

おります。これは後にもご説明をいたしますが、提言の最後に「おわりに」を入れております。その中に、

さまざまな状況を考えると、条例名称は「人づくり条例」の方がむしろ適しているかもしれないというこ

とを書いておりますので、こちらの方にもこのことを載せております。 

 次に、２の「前文」でございますが、前回の提言案では、現代社会の問題点指摘に関わる内容と、人と

人とのつながりが大切であることを前提に、どのような人づくりをするかを明確に示し実現していくこと

が、これからのよりよい社会、一人ひとりがかけがえのない存在として認められる社会づくりの基礎とな
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るという考え方、さらにはそれを踏まえて、自分の生き方に矜持を持って他の人や社会のために尽くせる

人、そういった人たちが多くいれば素敵ではないかということを述べさせていただきました。 

 今日お配りした資料の６ページをご覧いただきたいと思いますが、今回お示しをしております案では、

前回と同様に現代社会の問題点指摘等はやっておりますが、それに加えまして、そういう今の社会だから

こそ人づくりが大切なこと、また、前回の会議でもご意見をいただきましたが、昭和５７年につくられた

杉並区歌を引用いたしまして、「心ふれあう人がいる、笑顔みかわす人がいる」など、区歌に歌われてい

るようなまちでいつまでもいられるように、今改めて人づくりを地域ぐるみで進めることが必要とされて

いることを指摘しております。 

 そして、その人づくりについて、懇談会として考える人づくりの基本を、１つとして、「人間として生

まれてきたこと」を大切にする、２つとして、「人間性を発揮すること」を大切にする、３つとして、

「社会性を発揮すること」を大切にするという３つにまとめております。そして、まとめとして、それら

の観点を踏まえて、前文においては「人が育ち、人が活きる杉並区」を標榜する杉並区としての「人づく

り」の基本的考えを記述することが適当であるとしております。 

 次に、また改めて概要の３ページに戻りまして、「本文」の方でございます。申しわけございませんが、

概要版の「本文」のところが４になっているのですが、これは３に訂正をしていただきたいと思います。 

 本文につきましては、概要にもありますように、大きくは「目的」「大切にしたい考え方」「各主体ご

との役割と責務」「人づくりに関する行政の基本」の４項目に分けております。この分け方や盛り込む内

容につきましては、さまざまなお考え、ご意見もあろうかと存じます。ただ、これは基本条例であるとい

うことで考えますと、余り具体的なことは盛り込まず、いつの時代にも持っていなければならない基本的

な考えや、それを具体化するための基本的なルール等に絞ってまとめるという形で、この各構成について

は考えております。 

 本文の具体的な内容でございますが、まず、「目的」については前回の会議と同様に、教育に支援を惜

しまない地域づくりを進めることを目的としております。 

 次に、「大切にしたい考え方」ですが、前回の会議では「幸せを感じる時間を育む」という項目を含め

て４つを挙げさせていただいておりましたが、「幸せを感じる時間を育む」が他の３つとは異質で、むし

ろ３つの項目の全体にかかる内容だとのご指摘をいただきましたので、この内容を「大切にしたい考え

方」の導入部として記載した上で、３つの項目を記載しております。 

 また、前回の会議では子どもの教育に偏りすぎた表現になっているというご指摘をいただきましたので、

それを踏まえまして、「みんなで育ち育てられる」ように、大人も人づくりの対象とするという考え方で

内容をまとめ直しております。 

 次に、「各主体ごとの役割と責務」ですが、ここでは家庭、地域、行政・教育機関、それぞれの役割と

責務を記載しております。これにつきましては、１つ前の「大切にしたい考え方」とも若干重なるところ
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もございますが、「大切にしたい考え方」では、人づくりを進める上での大切にしたい考え方を述べてい

るのに対しまして、ここではその考え方を踏まえまして、それぞれの主体がどのような役割と責務を持っ

て臨むかを明らかにするということで、差別化を図っております。 

 次に、「人づくりに関する行政の基本」ですが、「教育」とすると、どうしても教育委員会が行う教育

行政のみに着目されがちになることから、ここでは「教育」としないで、あえて「人づくり」としており

ます。 

 この各項目の内容ですが、今度は１０ページをごらんいただければと思います。 

 １０ページ以降にそれぞれの項目を述べさせていただいておりますが、まず、①の「中長期目標と行動

計画の策定」については、この条例が制定され、具体化されることになった場合に、現実的な状況を踏ま

えた、今で申します教育ビジョンや教育ビジョン推進計画が必要となりますので、そのことに触れている

ものでございます。 

 次に、②の「施策の評価と効果検証」については、取り組みについてスクラップ・アンド・ビルドを基

本としながら、常に見直しをかけ、新たな取り組みを展開していくことを述べております。 

 次に、③の「区民への理解浸透、意識啓発」は、この条例に基づき教育に惜しまない地域づくりを進め

ていくためには、何よりもまず、この条例の存在や趣旨等を区民に理解してもらうことが必要であること

から、このことを述べているところでございます。 

 それ以降もいろいろさまざまなことを挙げておりますが、１つ申し上げますと、⑧の「郷土愛を育む施

策の充実」がこの条例でも１つのポイントになろうかと考えております。ここでは、教育に支援を惜しま

ない地域として、地域の中で「共育」や「協働」を推進していくためには、それぞれの地域や杉並のこと

を知り、地域への誇りの気持ちや愛郷心を育むことが大切だとして、学校での授業や広く大人の人たちに

対しても、地域や杉並のことを学ぶ機会をつくるように努めることとしております。 

 最後に、１３ページの「おわりに」については先ほども触れましたが、特にこの提言をまとめていく中

では、「教育」という言葉と「人づくり」という言葉がほとんど同じような意味合いで使われていること

や、「教育」とした場合の反響等を考えますと、むしろ条例名称は「人づくり条例」の方が適しているの

ではないかと考えたことから、このような記述を入れたものです。このことにつきましては、委員の皆様、

それぞれのさまざまなご意見等があろうかと思いますので、またそれについてはご議論をいただければと

考えております。 

 また、そのほか全体につきましても、提言を全体として議論するのは懇談会としては初めての場です。

活発なご議論、ご意見等をいただきまして、懇談会の総意として提言をまとめていただけるようであれば

幸いです。 

 提言案の説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

会長 ありがとうございました。 
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 そういうことですので、きょうはこの提言案について、委員の皆さんとできるだけ幅広く活発な意見交

換をし、それをもってさらにバージョンアップした提言案に反映させていければと思っておりますので、

皆様方からいろいろなご意見をいただきたいと思います。５月 28 日に次回を予定していますが、そうい

うスケジュールで進めたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

委員 ３ページの１なのですが、条例の名称は「人づくり条例」の方が適しているという、このこともこ

こで決定するわけですね。 

会長 そうです。 

委員 それで、「人づくり条例」としたときに、例えば「人づくり基本条例」とかいう文言は要らないの

かということがちょっと気になりましたが、とにかくきょうこれを決めるということですね。 

 ちなみに、私はこれはとてもいい名称だと思いました。「人づくり条例」の方がむしろ「教育基本条

例」よりも適切だと私も思います。 

会長 「基本」という言葉を入れて「人づくり基本条例」としてしまったら、そうではないものもあるか

と思ったりもするので、「基本」がなくてもいいのではないか。それも含めて皆さんのご意見をお伺いし

たいと思います。 

委員 「基本」があった方が何か重々しい感じがするなという、それだけのお話です。 

会長 多少、順番は前の方から意見交換できればと思っています。今の名称については、先ほど説明もあ

ったように一番最後のところにまたありますので、そこでも議論したいと思いますが、いかがでしょうか。

皆さん方の今までのご意見をできるだけ組み入れてバージョンアップしたつもりですが。あるいは、だん

だん個別の問題が出てくると、さらにご意見も出てくると思いますので、最初は全体的な印象でも結構で

すので、どなたか口火を切っていただけますか。 

委員 「人づくり条例」であった場合に私はそれを読むかなと思ったときに、ちょっと疑問に思いました。

「人づくり」というのは何か受け身のような気がします。本人、例えば子どもとか、大人になっても、こ

この何ページかに「人として育てる」「家庭で育てる」とありますが、これも「人として育つ」「家庭で

育つ」。 

 今日子どもがとても上手に歌を歌っていたから、「誰に教えてもらったの」と聞いたら、「自分が」と。

やはり自分が学ぶつもりで、やる気がなければ、幾ら外から人づくりをするよとされても、本人の気持ち

が育たなければということで、とりあえずまず本人のことを考えたらいいかと思います。杉並の平成１３

年の懇談会の最初の表紙に「学ぶ喜び 生きる喜びいっぱいの杉並の教育のために」とありましたので、

私はこれを活かして、私だったら「人づくり条例」ではなくてどのようにつけるかなと考えたのが「生き

る喜びいっぱいの杉並教育基本条例」というのを考えてみました。 

会長 今のは条例の名称をどうするかということについてのご意見ですね。 

 ほかにいかがですか。 
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委員 私はちょっと違うのですが、確かに「人づくり」と言うと、つくられる、誰かがつくるととらえら

れがちですが、この中に随所に出ているのは、人を育てることは育つことだということですね。ですから、

そういう意味であれば、「人づくり、つくられ条例」ですが、これは余りふさわしくないので、「人づく

り」というのは「つくり、つくられる」ということが含まれているのではないですか。私はそういう印象

を持ちます。 

 例えば、前に行政が「人材活性」という言葉を使ったのはちょっとまずいと。何かいかにも人材を利用

しようというイメージがあるので、これは「活用」がいいのではないかという話もありましたが、その程

度のことだと思うのです。受け取る側の印象というのは大事ですが、私は「つくる」というのは「つくり、

つくられる」ことと受け取ります。 

委員 私も名称では考えていたのですが、教育というのは人づくりだろうと私もずっと最初から申し上げ

て、今回の名称では「地域ぐるみ人づくり条例」とか、「人づくり・地域づくり条例」とか、今回、「地

域ぐるみで教育立区」と言っていましたので、「地域」という言葉も入れたいなと。行政が何をするかと

いうことも大事ですが、結局は行政が主体ではなくて、私たちが主体だよということが欲しいと私は思っ

ています。 

委員 条例の名称に関してはちょっと置きまして、今、前文から見せていただいて、内容に関しては本当

にとてもいいと思っています。特に前文のところはとてもいいと思います。特にこの１つ目として、２つ

目として、３つ目としてという、ここの部分が本当によくて、この３つのところがこの教育基本条例に関

しては本当によくあらわしていて、とてもいい前文だと思います。 

 １つだけ質問なのですが、「教育」という言葉にはどういう意味があるのでしょうか。 

会長 これは余りにも当たり前の言葉になっているので、言葉のできたての部分と、皆さん方の思いが大

分入ってきてしまうので、果たして共通のものになるかどうか。日本語と、僕らがよく授業で習ったり、

あるいは今では榊原委員や私が授業でやるときには、外国語ではどうだという話をよくするわけですね。 

 教育というのは、文字通り言うと「教え育てる」ですね。私らがよく教わったのは、西洋のラテン語と

か、ドイツ語では、いろいろなレベルのところで、人の持っているものを引き出してあげる。例えばドイ

ツ語などでは、ドイツ語は榊原先生がお得意なので、彼に聞いた方がいいのですが、人間の中に秘められ

ている持って生まれたものを引っ張り出してあげる、内側にある可能性を開花させてあげる、そういうも

のが教育のイメージとしてすごくあるのですね。 

 もう１つは人づくりということで言うと、これも有名な話ですが、人間として生まれても、人間的な環

境の中で育たないとということで、有名な野性児の話がありまして、野性的な中でオオカミに育てられた

子どもの話があります。そうすると、人間としての生活能力が育たないまま育ってしまうということがあ

るのですね。一番典型的には、自分の排せつ物を平気で手でつかんでしまったりするみたいなことが、オ

オカミとか、人間ではないものの中で育てられてしまうと、そういう人間になってしまう。人間から生ま
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れればもうそれで終わりではなくて、私たちは人間になる。人づくりというのは、人間になるということ

を本人も周りもやることだということで、これは古今東西の人間が育ってくる過程からすると、やはり人

間から生まれるだけではなくて、人間的な環境をちゃんと用意してあげないと、私たちは人間になれない

ということは１つの実例としてあります。 

 そういう面で言うと、人づくりという言葉は、委員もおっしゃったように、自分自身がなると同時に、

周りがそれを援助したり育てる。それから、育てているつもりが育てられる。親が子どもに育てられると

いうのは、実感というか、経験を皆さん方お持ちだと思いますが、教育というのはそういう相互作用的な

ものであるし、そうでないと育たない。あるいは、人間が社会をつくるというのはそういうことでもある

わけですね。社会の中で生きている。３つ目の「社会性を発揮する」という、このように３つ並べて初め

て人間が人間になれる。人づくりはそれによって完成をするということがこの前文の中に入っているので、

教育という言葉の意味がここでこなされているのではないかと思います。 

 教育をするということは、６ページの１、２、３のことを全部ちゃんとやって初めて教育になる、人づ

くりになるということで、そのことを私たちはこの前文の短い文章の中でまとめることができたかと思い

ます。 

委員 今、巷にある「教育」という言葉にいろいろついてきているのであれば、それを覆すという意味で

も、「教育基本条例」の方がかえってストレートで、「教育基本条例」って何だろうと見たときに、この

前文を読んでいただければ、杉並区の教育基本条例というのは要は人づくりのことなのだとわかっていた

だくということでは、「人づくり条例」とするよりは、あえて「教育基本条例」という形をとるのもよい

のではないかという気がいたします。 

会長 では、条例名称を１つのキーワードにしながら、今のような中身のご意見をいろいろお伺いできれ

ばと思いますので、どうぞまたほかの方。 

委員 今の委員の考え方は非常に逆説的でおもしろいとは思うのですが、でも、やはりそれは逆説的であ

って、素直に教育基本条例と言ったときに、まず教育基本法みたいなものをイメージしてしまって、手あ

かのついている部分がかなりあって、もうそこの部分で関心を抱かない人が相当多数出るのではないかと

いうのが素直な印象です。 

 もう１つは、ここでのいろいろな議論の流れの中で、客観的なワードだけではなくて、やはり杉並らし

さとか、ちょっと温もりみたいなものが感じられるものにしたいねというのが皆さんの共通認識のベース

にあったような気がしています。そういう意味からは、先ほどおっしゃった、単に人づくり条例というだ

けではなくて、その言葉がふさわしいかどうかは別にして、地域ぐるみの人づくり条例とか、何かそのよ

うな何かがついてもいいのかなという印象は持ちました。 

 それから、委員のおっしゃったことは大事なことだと思うのですが、先ほど会長からお話があったよう

に、基本は育ち育てられる、両方だと思うのですね。育つ部分だけではないし、育てられる部分も当然あ
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るわけなので、そこがうまく伝わるように中身が工夫されていればいいのではないかなという気がいたし

ました。 

委員 今の条例の名称ですが、これは区民、あるいは子どもまでが理解していってほしいという条例の表

題みたいなものですから、そういう点でいけば、やはりできるだけ易しい言葉、誰にもわかりやすい言葉

で、内容がおよそこんな内容なのかなということが膨らんで考えられるような、こういう「人づくり」的

な名称の方が受けはいいのではないかなという感じがします。考え方はもちろんこの中に全部出ているわ

けですから、そこでどう中身を読ませるかという、その工夫の方が大事な気がいたします。 

副会長 先ほど「教育とは」というお話がありましたが、私は端的に、教育とは総合的な人間形成を行う

ことだと思うのです。人間形成、人をつくるのが教育なのだよと。それを総合的に行うのが学校であり、

地域であり、家庭であり、いろいろなところで行うわけですから、地域ぐるみで人づくりと、「地域」を

冠に入れると、今度はそれに縛られてしまうのではないかなと思います。ですから、人間形成、人づくり

をどうやっていろいろな教育のところで行ったらいいのかということで、やはり「人づくり条例」で私は

いいと思っています。 

会長 ほかにいかがでしょうか。ぜひ中身のことも含めていろいろとご意見を伺えればと思います。 

委員 しばしば出てきましたが、杉並の教育を考える懇談会の提言、それから教育ビジョン、これらとの

整合性も大事だと思うのですね。それからすると、先ほど庶務課長が、１つの特徴づけをしているのが⑧

番の「郷土愛を育む施策の充実」であると言われました。教育を考える懇談会の中では、もう少し理念的

なものが入っているのですね。「歴史の中で育んできた東洋的な考えも統合した理念を柱とする」云々と

あります。ですから、これは「郷土愛」よりも、もう少し広い意味での表現の方がいいのかなと思います。 

会長 最近のはやりで言えば、グローバルかつローカルにということで、足し算して「グローカル」なん

ていう言葉をおっしゃる方もいるのですが、そういう面で言うと、郷土愛というのは狭い意味での郷土愛

ではなくて、杉並という東京のど真ん中は、一方で世界とつながっている。それから、皆さんの議論にあ

ったように、世界からこの町に来ている人たちもいる。そういう人たちとも、まさに杉並という地縁的な

中でつながっていると同時に、もっと広がりを持った形のものに書いた方がいいだろうなとは思います。 

委員 私は、この条例が杉並区の１つの特徴になっていくことを希望いたします。ということは、杉並区

が教育に支援を惜しまない区だということをあらわされるための条例として育っていってほしいなと思う

のです。その際に、「地域ぐるみで教育立区」とか、「地域」という言葉がいろいろなところで出てきて

いると思うので、あえてこの条例のタイトルは「人づくり条例」として、サブテーマのようなもので、こ

の「提言にあたって」の中にあるのですが、「人づくり条例（教育に支援を惜しまない地域づくりのため

に）」みたいな形で、ちょっと補足でつけ加えるような形の文言にされたらいかがでしょうか。この条例

ができることによって、前回の起草委員会でお話になった、杉並区は教育立区という理念を中心にしたコ

ミュニティが生まれてくる。そのためにこの人づくり条例があるのだという形がこの条例の目指すものな
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のかなという感じなのですが、いかがでしょうか。 

会長 ほかの方、いかがでしょうか。 

委員 私はこれでいいのではないかと思います。余り細かいことはここには載せない方がいいのではない

かという気がしています。条例というのはいずれまたつくるわけでしょう。これを基本にしてつくってい

ただくわけですから。そうすると、これは大変うまく書けているのではないかと。ただ、あと「てにを

は」とか、そういうことはまた事務局の方で見て、直していただければいいのかなと。 

 それと、せっかくこれで条例ができまして、区長がかわったら、またこれをいじられたのでは困るので、

余り細かいことはここでは書いていない方がいいのではないかと。区長はもう４年で終わってしまうと言

っているのですから。その先になったら、またガラリと変わってやめようなんて言われたのでは、せっか

く我々がこうやってやったものが何もなりませんから。そういう意味ではこれでいいのではないかなと思

います。 

会長 これは区長だけではなくて、区議会もあるし、皆さん方、区民の意思でもあって、先ほどからずっ

と出ているような今までの教育に関わる、杉並区が営々としてやってきた財産の上に今の杉並区はあるわ

けですから、それは多分そんなに大きくひっくり返る話ではない。むしろ何十年とそこに住んでいる人た

ちの意思を逆に私たちがうまくまとめられればいい話で、トップがかわろうとかわるまいと、杉並区民の

意識として、ある種根っこはつながっているのだろうなと思います。 

 今、委員がおっしゃったことで、この提言案のボリュームについてもぜひ皆さん方、これぐらいの書き

込みでいいのか、それとももうちょっと少ない方がいいのか、もうちょっと多く詳しく書いた方がいいの

か、そのことも含めてご意見を伺えればと思っております。もちろん中身の個別的なことも含めて、どう

ぞご意見をお願いします。 

委員 私も委員が言われたように、これは非常によくできているなと。ちょっと１つこだわりたいところ

があるのですが、１０ページの②のところで、当然この条例ができた後、推進計画とかアクションプラン

が策定されると思うのですが、「常に見直しをかけ」とありますね。この「常に」にちょっとこだわって

いるのですね。もう少し時限性を持たせるような、具体的に例えば２年後とか、１年後とか、「常に」と

言うと非常にあいまいで、どのぐらいのことを言っているのだろうという疑問がありまして、特に見直し

がとても大事だと思うものですから。評価・見直しですね。この辺、ちょっと読んでいてひっかかりまし

た。 

会長 これは行政にいらっしゃる方の方があれだと思うのですが、基本的には行政というのは１年単位で

いろいろな計画を立てて、予算を組んでいくのでしょうが、一方では中期計画とか、長期計画とか、５年

とか１０年とかいうことを大体どこの自治体も施策を立てます。 

 国のレベルでも、ようやく新しい教育振興基本計画というものを立てることになりました。これはある

意味では珍しいぐらい長期計画を国が教育に関して持つということがようやく決まって、今ちょっとその
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ことが議論されています。自治体レベルでは、全体的な行政の計画が最近随分いろいろな形で、杉並区に

限らずやっていますので、その辺は短期には１年でしょうし、長期には何年間かと。 

委員 心配はないですか。 

会長 今、行政というのは、そういう面では絶えず見直しをするということで、基本的には短くは１年単

位ではないですか。予算という形で必ず施策に意思が反映されるのが今の行政のサイクルだと思います。

あとは区長さんとか議員さんの任期が４年というのが日本の場合はありますので、大きくはそこにまた区

民の意思があり、政策の主体が決まっていきますので、その辺の制度的なサイクルはあると思います。 

委員 １１ページの④番、「家庭教育の支援」のところに１行加えていただきたいのは、心身に障害のあ

る子どもには特に支援をすると。これをいただいたときに、障害のあるお子さんのお母さんに読んでもら

ったら、「とても子どもたちのために書いてあるので、特に言うことはないが、もちろんこの子どもとい

う中には障害のある子どもも含まれているのよね」と言われました。私も含まれているとは思いますが、

特に支援を必要とするし、生まれて義務教育に上がるまでの乳幼児期の支援が大変必要だというのは、私

以上に区の方もおわかりだと思いますので、その辺を明文化していただけるとうれしいと思います。 

 そして、１２ページの「行政機関相互の連携」はとてもすばらしいことだと思いますので、これは太字

で書いていただけたらいいなと思います。 

会長 今のことは家庭に限らず地域でも、あるいは学校に入ったときは学校でも、誰であれ、その人、そ

の人に応じた支援、その人、その人なりの育ちを絶えず支援しましょうということですね。 

委員 ただ、家庭でお母さんが大変だというのは、普通にオギャーと生まれてきた子でも大変なのですか

ら、それ以上に何倍も大変だというところでは、喜びもあるとは思いますが、今まで経験したことのない

ことが日々起こっている家庭なものですから、私としてはせっかくいい条例ができるのであれば明文化し

ていただきたい。特に④番ということではありませんが、家庭のお母さん、お子さんを授かったお母さん、

保護者の方たちが苦労していることを目の当たりに見ていますので、ちょっと発言しました。 

会長 ほかにいかがですか。 

 もし個別なことでも、お気づきの点があればいろいろとご意見をいただければと思います。 

委員 今の障害のある子に対してと同時に、今は核家族になっていて、子どもの育て方がわからない。そ

ういった方たちに対しての文章がもし就学前教育のところに何かあると、そういう人たちに対してできる

のかなという気がしています。今はオギャーと生まれた子どもに対して愛情を持てなかったり、あと核家

族の関係だと思うのですが、孤立している家庭もあるので、もし入れられるのであれば、ここにそういっ

た文章が入ってもいいのかなという気持ちが若干しました。 

会長 障害云々、あるいは特別支援はもう少し幅広にとらえてもいいと思うのですね。例えば外国籍の方

の問題もあるでしょうし、単なる心身のハンディキャップだけではなくて、これは親も含めて、今後、杉

並もそういう時代になる可能性、もう既にそういう方もいらっしゃるのでしょうが、そういう面で、細か



 11

く書き始めてしまうと、いや、こういう人がいる、ああいう人もいるという話になりますので、少しまと

めて、いろいろな支援が必要な人たちにできるだけきめ細かくフィットした形で、行政も隣の人も学校の

専門家も、あるいは地域のいろいろな人たちもどこかで書けるといいなと思います。 

 最初からハンディキャップを持った子もいるでしょうし、途中からそうなってしまう人も当然います。

家庭だって、最初はとても恵まれた、十分すぎるぐらいの中で育っても、途中でどういうご不幸があるか

もしれませんし、その辺は本当に柔軟に、できるだけ漏れないように。ですから、余り具体的に書いてし

まうと、いや、そうではない人たちもいますよといういろいろなケースが出てきますので。 

委員 今、障害のある方にすることはもう当たり前になっているわけですから、殊さらに入れる必要はな

いのではないかなと思います。このままでいいのではないですか。それは障害がある方だって、初めから

の方と途中の方、それから体の方と精神の方といろいろな方がありますから、そういうのがみんな入って

いるわけですよ。当然、行政の方だって考えて今やっているわけですから、かえって入れると細かくなり

すぎておかしくなるのではないかという気がするのですね。それは当たり前になっているわけですから。 

委員 その辺のところは、前文の１つ目の「人間として生まれてきたこと」で全体のことを伝えているの

だよということをあらわしていると思いますので、もし必要であるならば、この辺に特別支援とかいう言

葉を少し載せていったらいかがでしょうか。 

会長 そういうご意見です。 

 今、国の方も「障害」という言葉ではなくて「特別支援」という言い方になってきています。これはも

ともと英語でもスペシャルニーズという言い方で、日本語としても共通なものなのですが、スペシャルニ

ーズというのは、実は教育の世界ではものすごく才能のある人もそうなのですね。才能がありすぎてしま

うと、実は普通の教育では、かえって自分はおかしいのではないかと言って、ノイローゼになったりする

ケースがよくあります。日本ではそっちの方は余り皆さん意識がないのですが、非常にたぐいまれな才能

を持った人は実はなかなか生きにくい社会ということが一方であったりします。だから、天才というのは、

実はハンディキャップを持った人と結構似ていたりします。よく言われているのは、アインシュタインが

学校では余り評価されなかったという話がまさにそうなのですが。 

 今、委員がおっしゃったように、できれば全体をカバーするという意味で言うと、前文の中でその辺の

ことはもう少しはっきり書いた方がいいという形になりますかね。そうすれば全体をカバーできる。絶え

ずそれぞれ個別のところでは、当然その精神に則った話ですよということです。 

委員 そのとおりだと思います。一人ひとりを大切にするということだと思うのです。だから、それです

べてカバーできると思います。一人ひとりを大切にする杉並ということで、いつも杉並区内にいて置いて

きぼり感のあるお母さんとつき合っていると、そうではないのだよというところで応援していきたいので

す。一人ひとりを大切にしてくれる杉並なのだよというところでやっていきたいと思います。特にそのよ

うに入れてほしいということではなくて、気持ちがあるということがわかればいいのです。本当に一人ひ
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とりを大事にしてほしいということです。 

会長 ぜひもう少しどこかに言葉としても入れた方が、これは入っているとわかるということです。 

委員 今のことは基本的人権という立場から言うと、非常に大事なことだと思いますので、そういう形で

入れていっていただければいいのではないかと思います。 

 １２ページの⑦の「学校教育の充実」というところですが、ここを読んでいきますと、最後から４行目

に「教員の指導力向上や施設整備、その他適正な教育環境の整備に努めるとともに、地域の人々の意思と

力に支えられた地域運営型の学校づくりを、周囲の行政機関等とも連携しながら」とあり、その他もちろ

ん地域との連携など、いろいろなものが含まれてくる学校教育の運営、経営というものが非常に問われる

ような内容がここには盛られています。 

 今は本当に学校の校長や教員の先生方は大変頑張って努力している姿をよく耳にしたり目にしたりする

のですが、やはり経営力というのですかね。言葉はよくわかりませんが、学校経営力というものを高めて

いかないと、非常に管理が厳しくなってしまう。そういうものに振り回されていく学校にならないように、

自分から経営力を高める努力をしていけるような内容が欲しいかなという感じを持ちました。 

委員 今の１２ページの⑦番で私もわからなかったところは、真ん中あたりに「地域の人々のボランティ

ア活動や自発的な資金寄附などの支えのもとに、運営されることが望ましい姿」と書いてありますが、こ

の辺は今まで出てきていない内容なので、ちょっと教えていただきたいと思うのですが。 

庶務課長 今、杉並区の学校では、特に地域の人たちの力を学校に入れるような取り組みを進めています。

コミュニティスクール、地域運営学校などもそうですが、学校の意思を決めていくに当たっても地域の

方々に入ってもらう。それから、ただ考えるだけではなくて、行動としても地域の人たちのさまざまな協

力を入れていく。例えば学校図書館の管理ですとか、今、学校の安全なども心配されている中では、学校

の見守りですとか、さまざまなところに地域の方々に参画してもらって学校づくりを進めています。そう

いう内容をこの中に盛り込んで、その中には、今はまだありませんが、例えば私立の学校のように寄附、

基金ですとか、そういうものにも支えられながら、よりよい教育ができればと。そんな中で、今、私ども

なりに問題意識を持っていますので、そういうことを盛り込ませていただきました。 

委員 であるとすれば、「資金」という言葉は削ってしまった方がいいのではないかと。というのは、単

にお金だけではなくて、いろいろな寄附の形態があるわけですね。ですから、単に「寄附」ということだ

けでいいのかなという気がいたしました。 

 あわせて、先ほどからちょっと話題になっている、１１ページの④の「家庭教育の支援」という部分で、

これは読み方の問題でもあるような気もするのですが、３行目の終わりから「また、この支援は、単に親

が子育てをするうえで不足がちになる部分を行政の施策として補うようなものでなく」とありまして、で

は、それはやらないという意味なのですか。 

 もうちょっと高める方向に進めたいということを言いたくて、こういう文章になってしまっているので
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はないかなという気がして、それであれば「支援が必要です」の後、今の部分は全部削ってしまってもい

いのではないかなと。「支援が必要です。また、家族の知恵として」云々とつないでいく。そこの部分の

意図がはっきりしていて、不足がちになる部分を行政の施策として補うようなことはしないのだというの

だったら、それはそれでまた話は別なのですが。 

庶務課長 今おっしゃったように、全くそれをなくすとかいう話ではなしに、そういうことに目が行きが

ちだが、もちろん後段に書いてあるようなところについても支援を考えていくことが必要ではなかろうか

と。要は、両方大事なことだと思うのです。 

委員 そうすると、「補うだけではなく」とかですね。 

会長 否定的な書き方ではなくてね。「子育てをするうえで行政がより施策として支援するだけでなく」

というポジティブな書き方の方がいいのではないかなという気がしますね。 

 ちょっと私も１２ページに戻って委員の疑問に、これは私の考えでもあるのですが。これからは自治体

は金がなくなってきていますから、余りそれに頼れなくなってくるのですが、そういう消極的な意見では

なくて、これは法律も条例も変えなければいけませんが、少なくとも多くの先進国のように、自分で稼い

だ金を有無を言わさず税金で持っていかれるよりは、その１割や２割は自分の意思で、私の稼いだ金の何

分の１かはこっちに使ってほしいと。税金で何に使われるかわからないまま、税務署とか区役所に持って

いかれるよりは、実は寄附文化というのは、自分の稼いだ金を自分の使ってほしいところに自分の意思で

選択的にやれる文化なのですね。 

 日本の場合はそういうものに対する免税措置がアメリカなどより低いものですから、なかなか寄附文化

がはやらないのですが、国、あるいは自治体でできればやってもいいと思うのです。例えば、税金で１０

０万円持っていかれるうちの３分の１、３０万は自分の意思で学校とか病院に使うのだと。残り７０万は

区民税として納めるという時代になった方が私はいいのではないかと。区民の意思、納税者の意思で、納

税された税金の使い道にしっかりと私たちがコミットするというか、意思を持つ。「寄附」と書いてしま

うと、強制的にお祭りの寄附みたいな感じになってしまうのですが、そうではなくて、今の新しい流れか

らすると、多くの国では自分の意思で自分の稼いだ金を使ってもらうという形ができる。選択的に納税を

することができるようになってくれば、変な形に税金が使われないという意思が多分出てくるので、将来

的にそうなるといいなと私自身は思っています。 

 例えば学校が債券を発行して、その債券を買ったら、その部分に関しては、ちゃんと学問的、教育的な

分野の債券を買ったのだから、ある程度減税をされるとか、そういう仕組みができるとすごくいいなとい

うことなのですね。そういう文脈で読んでいただけるとというか、杉並区が先進的にそのようになるとい

いなと思って、私はこの部分はできれば――委員がおっしゃるように、お金だけに限定してしまうとちょ

っと狭くなってしまうので、いろいろな意味で物も含めて、自分が一生懸命稼いで買ったものとか、稼い

だものとかを子どもたちのために、あるいは恵まれない人たちのために、支援の必要な人たちのために使
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ってもらうのだという社会になるといいのではないかと思って書かれたものです。 

 ほかにいかがでしょうか。 

委員 今、寄附云々は税法上の問題があってなかなか難しいというのがありますね。これはハンガリーが

発祥だと思うのですが、収入の１％を寄附して、自分の好きな活動に使ってもらいたいというのがありま

す。 

 それはそれとして、「ボランティア活動や自発的な」とありますが、こういう言葉は、条文あるいは前

文にしても解説というのはあり得ないと思うのですが、アクションプランでは用語解説がありますね。

「ボランティア」というのは一般的にはまだまだ無償というイメージがあるのですが、当然、有償ボラン

ティアというのはあるわけですね。ですから、何かボランティア・イコール無償奉仕活動というとらえ方

がされかねないので、ボランティアは有償もあるのだよということが伝わるような内容になったらいいな

と思うのです。 

 現に私が今やっているのは小学校で、門も塀もない小学校ということで、受付があって、見守りをして

いるのですね。午前２時間半、午後２時間半、毎日２人で交代でやっていますが、２時間半で１，１００

円なのですね。でも、本人たちはボランティアという意識でやっています。まさしく有償ボランティアは

成り立っているわけですから、無償というのが払拭できるような内容が欲しいなと思っています。 

会長 最近ようやくというか、この提言案はそうなっていると思うのですが、余り妙な片仮名や横文字が

多くなくて、私はいいなと思っているのですが、それでもまだ「ボランティア」とか、その下にある「ラ

イフステージ」とか、幾つかあります。それで皆さん方の抵抗がなければいいなと思うのですが、できる

だけ日本語をちゃんと当てると。ただ、今の「ボランティア」は、逆に日本語にすると、さっきの手あか

にまみれた日本語のようなことになってくるので、片仮名を使ってごまかすわけでもないのですが、新し

いイメージを入れていく。 

委員 ボランティアというのは無償なのですから。有償ボランティアというのはないわけですよ。だから、

もし有償ボランティアというなら、名称を変えないといけないのではないですか。 

委員 奉仕とかね。 

会長 奉仕活動とか奉仕にすると、これはやはり「奉仕」という言葉に独特の意味がありましてね。都立

高校で今年から奉仕という科目をつくってやることになりまして、私も実は東京都教育委員会の会議の委

員をやったのですが、さんざんもめて、やはり日本語にしようと。奉仕というのも、またいろいろな意見

がありますが、いや、最低必要経費はとっていいんだというのは、一方でむしろ一般的になってきていま

すよね。 

委員 基本的にボランティアは無償だと私も考えているのですが、ただ、最近のボランティアの傾向とし

ては、ＮＰＯ法人の方とお話をすると、足代、弁当代ぐらいは出そうよという考え方も出てきているよう

ですので、行為に対してのお金という意味の有償ではなくて、交通費ないしはお弁当代といったレベルが
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今委員がおっしゃった有償に当たるのかなという気がしています。私は、「ボランティア」という言葉は

もう日本語としてほぼ定着しつつあるのではないかなという気はしています。年齢的な問題もあるのかも

しれませんが。 

委員 私もそのように思います。ボランティア活動というのは本当に日常、皆様が使っているような言葉

になってしまいまして、別に片仮名文字だからどうのこうのということは余り考えなくてもいいと思いま

す。 

 私は先ほどから寄附文化というのはとても理想だと思うのですが、杉並の私たちの生活の中では「資金

寄附などの支え」というのがちょっとまだ早いかなと思っておりまして、この文章のままで言えば「ボラ

ンティア活動や自発的な支えのもとに」とか、資金とか寄附という言葉がない方がみんなにわかっていた

だけるかなと。日本とか杉並の場合は、会長さんがおっしゃる気持ちはとてもわかるのですが、まだ今は

無理かなと思います。 

委員 ボランティアという言葉の定義の反論ではないのですが、まさしく報酬ではないのですね。実費な

のです。少なくとも持ち出しはないという形ですね。今、ＮＰＯでも、法人格を持っているのがＮＰＯだ

と思っている方も多いですよね。法人格がなくてもＮＰＯはＮＰＯなのですが、一般的にはまだＮＰＯイ

コール法人格を持っているという認識がありますね。ですから、圧倒的多数の人間がどう受け取るかとい

う問題に私は非常にこだわっているのです。そもそもボランティアはとか、ＮＰＯ活動団体とはというこ

とで言っているのではなくて、まだまだそこまでの受け取り方がされていないのが一般的ではないかなと

いう老婆心です。 

会長 それは委員ではないですが、世代とか、自分の住んでいる、あるいは活動している世界の皆さんそ

れぞれで意味の違いはあります。 

委員 もし今のような状況だとすると、逆に会長がおっしゃったように、ボランティアとか自発的な寄附

を広めていくというのを、杉並でこれから活性化していく上で入れておいた方がいいのではないかなとい

う気がいたします。 

委員 この「資金寄附」のところは私も実は赤線を引いたのですが、ウーンという思いと同時に、私は去

年までコミュニティスクールの委員をやっていたのですが、そういった中でも、どうやったら資金を継続

的に、ある一定の金額を貯められるのだろうと考えたときに、資金寄附というのは大きなことになるので

す。ただ、現実問題として、これは教育委員会の方がいらっしゃるので言うのですが、今、現実には学校

は寄附を受けられないですよね。受けられないのです。なので、法の整備とか、そういった方法を考える

と、こういうところに入れておいていただくことによって、ある意味では問題提起ができるのかなととい

う思いもあり、今ちょっと２つの間で揺れています。早いよなというのと同時に、そういう問題提起も少

し入れておかないと、特にコミュニティスクールみたいなものが今後どんどん増えていくのだとすると、

必ずこの問題に突き当たっていくということで言うと、とても大きく揺れているところです。 
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次長 寄附そのものは区として受けられるというのが今の仕組みになっているわけです。区として受けた

ものを歳入にしておいて、翌年度、予算措置をしながらやっていくというのが今の仕組みなのですね。そ

れでは迅速性がないという話と、それから寄附をした人が、翌年度になって寄附行為そのものがどうも変

だという感じを持ってしまう。今、どういう扱いをしているかというと、実はお金ではなくて、物で学校

に寄附をいただくということをやっているわけです。皆さんご存じだと思いますが、ＰＴＡですとか、周

年行事ですとか、そういうときにやったりしているというやり方があるわけです。 

 先ほど会長がおっしゃった話も、今、少しずつですが、検討の段階に入っているのは間違いないと私は

見ています。すぐできるかどうかは別にしても、少なくとも寄附文化をもっともっと醸成していくことに

よって、地域レベルでの仕組みがきちんとできていく。そのときに、先ほどおっしゃったような例えば税

金が免除になるだとか、そういったこともあわせてやっていく。それには当然、所得税法ですとか、いろ

いろ改正していかなければいけないものがあるわけです。それがいつになるかちょっとわかりませんが、

そういったことも大事なのだというところで、検討なども進められていると私たちは認識しています。 

会長 私はやはりこれから、納税者としての意識をちゃんと持つ。特に私らみたいに天引きされている人

間は、１年間どれぐらい納めているか正直知らないのですよね。これはやはり政治意識ということもある

のですが、納税者としての意識、税務署を敵に回すみたいな話ですが、どうせ持っていかれるのであれば

――私は海外に１年だけいましたので、税金を納めに行ったことがあるのですが、窓口に「カスタマー」

と書いてあるのです。「お客様」ですよ。納めに行ったら、「ありがとうございます」と言うんです。杉

並区の区民税を徴収する方が言ってくださるかどうか私は知りませんが、そのおかげで行政サービスがで

きるのだというね。こっちも、そのおかげでごみ収集をしてくれるのだと思うから納めに行くのです。こ

れは日本にいたときと感覚が全然違いました。私たちもそろそろそういう感覚を持つべきではないかと。 

 それは今のところ政治に関心を持って、税金の使い道、議会とか区長さんとかに対する意思として、投

票で私たちは意思をあらわしますが、それ以上に本当に自分の納めた税金がどこにどう使われているのか、

あるいはどう使ってほしいのかということに私たちは関心を持って、できれば自分の意思で自分の稼いだ

金は使ってもらいたいという世の中になってほしいと思っていますので、私自身はできれば入れておきた

いなと思うのです。 

委員 私もこの文章を初めて見たときはちょっと抵抗感があったのですが、皆さんのそういうお話を聞く

と、なるほどなと感じるのですね。ですから、多分この条例を初めて見られた方はドキッとした感じとか、

ちょっと強制性を感じたりすると思うので、先ほど皆さんが言われたようなことを説明書きのような形で、

納税者のあり方とか、これからの学校運営のあり方とかを少し補足するような形でこの中に設けたらいか

がでしょうか。このままだとやはり説明不足なところがたくさんあるような気がしました。 

会長 スポーツ選手とかビジネスの世界で成功した人たちはしょっちゅう寄附したりしているではないで

すか。気持ちいいだろうなと思うのですが。（笑） 
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委員 私は今、１２年ぐらい、交通費を出し、研修費を自分で出し、すべて持ち出しでボランティアを続

けています。それは区内ではありません。それから、この４月から学校のボランティアを頼まれて、１学

期２５回、有償のボランティアを始めています。ただ、私はボランティアをするというのは、たまたまそ

れが無償だったり有償だったりということで、ボランティアは無償の行為なので、「ボランティア活動」

でいいと思います。 

 それで、今度こちらの方（事務局）に向かって言うのですが、私は２５回ではなくてもっとやりたいの

ですが、制度としてはというところがありますよね。だから、ボランティアというのは無償でという、そ

の辺がどうにかできたらいいなというのがありますね。もっとやりたいから、お金を３０回分出してほし

いということではなくて。 

 それと、ボランティアセンターの方から紹介された方が別に来ています。だから、その方はまた違った

形のボランティアなのだろうと思うのですね。いろいろな形のボランティアが学校に入っています。それ

から、地域にも入っていると思います。せっかくだったら、そういうところのボランティアのあり方も考

えたり、将来に向かってボランティアということの話を詰めてもいいかなと思ったりしています。 

会長 杉並区では、そのように一人ひとりが人づくりに関して、まさに汗水流すということもある種のボ

ランティアであって、交通費を負担するということだけではなくて、時間を提供する、自分の時間をその

活動に出すということなのだろうと思います。 

副会長 「就学前教育の充実」のところで、先ほども委員が言ったように、「一定レベル」というのがど

うもひっかかるのですね。このように出されますと、どのぐらいのレベルのことを指しているのか考えて

しまうのです。これはカットはできないですか。「杉並共通の就学前教育」だけではだめでしょうか。 

 あと、基本的な取り組みが①からありますが、この順序性は何かあるのですか。例えば②番の評価は、

普通、最後に持ってきますよね。意識啓発のことも終わりの方かなと思うのですが、これの順番とかはあ

るのでしょうか。 

庶務課長 特にこだわりはないのですが、最初にプランのことを挙げましたので、ＰＤＣＡの流れでやっ

たということです。これもやはり順番によって強弱なり、懇談会のご意見の強さをあらわしていく上では、

改めて順番はこれを前にということがあれば、そのあたりは整理していくのも１つかなと思います。 

会長 ⑨番までありますので、その順番も含めていかがでしょうか。 

委員 私は、これは基本的に条例をつくる話なので、極端に言えばこの９つの項目がありさえすれば順番

はどうでもいいと思います。我々はこれが重要だから、これを優先的にやってほしいというのではなくて、

全部やってもらわないと困る話なので。 

会長 そうですね。条例そのものはこの私たちの提言をもとにしてつくっていただく。その場合には、あ

る種技術的なものもあると思います。条例というのは最低限こういうものでなければいけないというよう

な。それはもう条例をつくるときに専門家にルールを守っていただいて、私たちの気持ちとしては委員が
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おっしゃったように、こういうことだけは必ず条例のどこかに書いてくださいねという形がまず基本だと

思います。 

 どうぞほかのところも含めて、もう少し議論を……。 

委員 これはちょっと問題がそれるかもしれませんが、寄附の問題ですね。これは杉並区で今、ＮＰＯ・

ボランティア活動及び協働の推進に関する条例がありますね。これに基金をつくって支援していこうとい

うのがあるのですが、寄附する人たちの意思をいかに反映させるか。それができないと、ただ寄附したの

では、その意思がなかなか働かない。このように使ってほしいと、今、会長が言っていましたよね。それ

で大分苦慮しているようです。いかに寄附者の意思、意向を支援先に反映させるか、これも同じようなこ

とが言えると思うのです。先ほどの次長の話だと、学校が直接現金の寄附を受けるわけにはいかないと。

とりあえず区が受け取って、それをどう使うか。そのときに寄附者の意思が反映されるかどうか、その辺

のシステムづくりを、もしこれを載せるとすると、これからしていかないとならないと思うのですね。 

次長 余り長くなってしまうといけないので、簡単に話しますが、寄附の関係については、これまでも杉

並区として特区の申請をしているのですね。要は、寄附ができるようになったら税金をおまけしてほしい

ということでやっているのですが、総務省が頑としてこれは特区になじまないということで、だめという

話に今はなっています。 

 それをどう打開していくか、違う策を考えなければいけないということで幾つか考えているのですが、

例えば今の考え方でいくと学校は受けられないわけですね。区は受けられても、学校は受けられない。学

校が受けられるとすれば、そこに透明性がきちんと確保された、きちんとした組織がないといけないとい

うことになっているわけです。それをどうつくっていくかというのも、実は検討していかないといけない

話ですし、仮にそういう組織をつくったとしても、まだ寄附そのものは認めませんと。大学はいいわけで

すね。大学に対しての寄附はありますが、義務教育についてはありませんから、その辺をどう変えていく

のかということになると、税法上どうしていくのかは区だけではできない話なのですが、そこまでやって

いかないと、現実には大きな壁があるというのが今の状況です。 

委員 もうちょっと詳しく教えてほしいのですが、今の次長のお話で、私もずっと気になっていたのです

が、大学が認められて、なぜ小・中学校が認められないのか。大学と同じ条件さえ整えばいい話なのか、

そうではなく、もっとほかにも障害があるという話なのですか。 

次長 今の税金の構図の話というのは、理屈があってないようなところもあるのですね。要は国の方と個

別、個別でいろいろやっていけば、特例と称して生み出されてくるものも幾つもあるわけですね。そうい

った中でつくられてきているのが大学の関係であったりするわけです。ところが、そういう話は義務教育

は一切していませんから、まだ前例もなければ何もないというのが今の状況だと思っています。 

会長 何とか杉並区で頑張って、その辺、突破口を開いて、それこそ杉並の子どものため、区民のために

なるといいなと思うのですが。 
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 ほかにいかがでしょうか。 

委員 １１ページの先ほど副会長がおっしゃった「一定レベルの杉並共通の就学前教育」というのは大変

難しいと思います。私も昨年、幼稚園の年長組で、これから小学校へ行くのにとても暴れていて、手に負

えなくて来てほしいということでボランティアで行ったことがありますが、幾らレベルを決めても、それ

ぞれのお子さんたちの育ち方で違ってくる。この「一定レベルの杉並共通の」と書くということは、そう

いうレベル的なものが何かあるというか、レベルをつくろうということなのですか。 

会長 それは違いますよね。受ける側のではなくて、こちらが提供するサービスとしてレベルを設定しよ

うという意味ですよね。 

委員 その辺の確認をしないと、そこのレベルまで上がらないと、この子たちは小学校に行かれないから

ということになると、とても大変なことになるので。 

会長 それはもう義務教育も含めて無理な話ですね。 

委員 その環境を整えるという、それはすばらしいことだと思います。 

会長 環境を整えるということです。 

委員 そのように読めるといいと思います。 

副会長 今の一定レベルというのは、ちょうど今国が手をかけているのですが、保育所の保育所指針と幼

稚園の教育要領を一本化しようという動きがされようとしています。特に３歳から４歳は同じ教育を受け

られるようにという、そのレベルのことを多分指しているのですよね。ただ、レベルと言うと、やはりい

ろいろなレベルがあるから、質の高いレベルなのか、その辺のところがいろいろなとり方があるだろうな

と思ったもので、申し上げました。 

会長 そういう面で言うと、どこの幼稚園、保育園に通園しても、今、副会長の説明で、副会長のように

ご専門の方はすぐそこでわかると思いますが、これはそのような形で書いた方がいいかもしれませんね。

今まで長いことできなかったという、これも役所の縄張りでもあるし、考え方の違いでももちろんあるの

ですが。でもそれは、一般の親とか、それこそ常識から考えると、同じ３歳、４歳、５歳の子どもが行く

のに、片や幼稚園の教育要領、片や保育園の保育指針でというのはおかしいのではないかという、素朴だ

が本質的な疑問にちゃんと行政は答えていかないといけない、専門家は答えていかなければいけないので

すが、そういう問題もまだ私たちは実はクリアできていないのですよね。 

 どうぞほかのところもぜひいろいろとご意見を伺いたいと思うのですが。 

 さっきちょっと言いましたが、次回、もう一回ぐらいこれについて幅広くまたご意見を伺いたいと思っ

ていますが、できるだけ今日いろいろなご意見をいただいて、５月２８日の第８回のときには成案に近い

ものを出せればと思っておりますので、いかがでしょうか。 

委員 全体にちょっと長いかなと思います。それから、副会長さんがとても杉並区歌に感動しておられま

したが、私はずっとＰＴＡや青少年委員などいろいろなことをやってきまして、今、育成委員会とかをや
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っておりますと、本当に飽きるほど歌ってきているのですね。 

 それで、橋幸夫が歌っているのです。私は青少年委員時代に、青少年委員に歌わせてくれと、ある議員

さんを通じて言ったことがあるぐらいなのですが、そうしたら、保育園の園長さんたちの歌のうまい方が

お歌いになられるようになって、ちょっといいかなと思ったのですが、最初、区の行事の中で「橋幸夫の

歌に倣って歌え」と言われたことがあったものですから、びっくりしてしまったのです。あの歌は本当に

いいとは思っていますが、そのくだりはここには必要ないかなとちょっと思いました。 

委員 私はこれがあった方がいいかなと。やはり人づくりなのだから、こういう姿を目指していく、こう

いう社会をつくっていきたいということが何となくここであらわされている気がするので、あった方がい

いと思います。 

委員 あのときは橋幸夫が杉並に住んでいたから歌わせたのですから、別に橋幸夫にこだわることはない

と思います。 

会長 それは今だったら、また多分違う人がね。 

委員 演歌歌手だということにこだわっているのでしょう。 

委員 この区歌そのものがもう相当浸透していて、そらでも歌えるという感じがあると思っただけです。 

委員 今、委員から長すぎるのではないかということがあったのですが、これはこのままではないわけで

すよね。これは提言書ですから、この内容を見て、しかるべく条文にしたり、前文にしたりということが

できていくわけですね。 

会長 ですから、提言書としてのボリュームが皆さんどうだろうなと。詳しく書けば長くなるし、簡潔に

してしまえば、逆に言うとまた説明もしなければいけないし。できれば、いいものというのは余計な説明

をしなくても、限りなく１００％に近い形で私たちの意思が伝わるボリュームがいいと思います。 

委員 そういう意味では、これは非常に適切だと思います。 

会長 読むのに１時間も２時間もかかるようなボリュームではいけないし、言葉遣いが辞書を引かないと

読めないようなものでもいけない。今そういうソフトがあるみたいですが、小学校６年生で習う漢字以内

にとどまっているとか、中学校３年までの漢字でとどまっているとか。私の知り合いがこのソフトにかけ

ると、これは６年生にならないと習わない漢字が入っていると言ったことがあるのですが、そこまではち

ょっとどうですかね。それと、さっき言った片仮名の問題も。 

委員 まさにその片仮名のことで発言しようと思ったのですが、８ページの「バランスよくしっかりと」

の「バランス」はもう変えようがないような気がして、そのぐらい日本語化していると思うのですね。で

も、この「スキンシップ」は何かほかに日本語がないかなと。特に杉並区長は、極力片仮名英語は使わな

いように提唱していますが、この「スキンシップ」は何かほかにないかなと。かといって「肌の触れ合

い」と言うと変に生々しくなるかなと思うし。これももう日本語化しているのですかね。これでも「教育

ビジョン」という形になっていますが、この程度なら余り片仮名にこだわらなくてもいいかなと思うので
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すが、ちょっと気になったのが「スキンシップ」でした。 

委員 分量としては本当にこのぐらいがちょうどいい分量だと思います。 

 それと、今、片仮名の件があったのですが、幾つか私が読んで気になるとすれば、「スクラップ・アン

ド・ビルド」というのがビジネス用語なので、一般の方になじみがあるのかなというところです。今の

「スキンシップ」に関しては、ほぼ日本語化しているのではないかという気持ちが私の中ではしておりま

す。 

 あと１点だけ、ここの中で、行政に対して何か目標値、いつまでに何とかするみたいな切り口があった

方がいいのかどうか。 

会長 条例をいつまでにみたいなことですか。 

委員 はい。すごく総体的なことなので、いつまでにというのはそぐわないような気もするのですが、ち

ょっと読んでみてそこだけが気になったので。 

会長 それは前、次長でしたか、教育長でしたか、大体こんなスケジュールでというのは最初の頃からあ

ったと思いますが、それはどうしましょうか。まあ、書かなくてもいいのでしょうね。今のようなスケジ

ュールで一方で動いているというか、準備もしていらっしゃるのでしょうから。それを改めて私たちとし

ては確認をして、選挙も終わりましたし、そういうスケジュールでいきますという形でいいですよね。 

委員 これも当初、会長の方から出ていたと思うのですが、実際にこれを行動計画とか推進計画としたと

き、その検証、見直しの中で第三者機関を置くべきではないかという話があったような気がしたのですが、

その辺はここでは触れる問題ではないのですね。 

会長 いや、１０ページに評価とか効果検証という話が出てきましたので、そういう形でいいのではない

かと思いますが。 

委員 わかりました。 

次長 ちょっと補足ですが、今、教育基本法絡みの関係で国会に上程されている法律が幾つかあります。

その中の１つに、これは教育委員会ですが、教育委員会の評価という話で、第三者を入れてやるべきだと

いったものも入ってきています。 

会長 そうなのです。学校に対しても第三者評価の準備をしなくてはいけないことになって、私の研究所

で今度からやりたい、杉並区もぜひご協力いただきたいと思っているのですが。 

 来週あたりには国会で今提案されている法律がどうも通りそうだという話ですので、そうすると、教育

委員会そのものも今までと大分違ってきます。今度出ている教育改革三法というのは、教育基本法以上に

戦後の学校教育の体制、あるいは教育委員会の仕事をかなり大きく変える、すごく重要な法案で、それが

今議論されているのですね。そうすると、これにも影響してくるし、教育委員会自身も変わらなければい

けない、学校も変わらなければいけない。 

 学校教育法の中で、保護者、地域と連携をして、学校はちゃんと情報を出しなさい、評価をしなさいと
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いうことが今提案されている改正学校教育法の中に入っていますから、もうこれはやらざるを得なくなっ

てきます。ですから、私たちの条例の考え方はそれを少し先取りをしていますが、もう先取りではなくな

って、当然ですよとなるだろうと思いますので、私たちの先読みはそんなに間違っていなかったなと思う

わけです。それから、委員の言った地域運営学校みたいなものも、多分これからもっと増えてくるだろう

と思います。 

 そろそろ８時ですので、あとお１人かお２人……。 

委員 きょうの「広報すぎなみ」の区長のところに、３０人程度学級にしていくとありました。私は毎回、

少人数学級にしたらという発言をさせていただいておりますが、これは区長の公約でしたね。それで、３

０人程度の学級をどうするのかということがあの文章だけではわからないので、細かいことは書かないと

いうことですが、もし条例に書けるのであれば書いてほしいなと思います。 

次長 区長の公約だということは認識していますが、具体的にどうするかはまだの話です。 

委員 きょう広報に書かれていたのですが。 

次長 その額面どおりで受けとめていただかないといけないかと思います。 

会長 きょうの新聞で、文部省の中教審の議論の中でも、３５人にすると国としてはこれだけの人と金が

必要ですよというものを東京大学の小川さんが提案してくれました。 

委員 ちょっと気になっているのは寄附のところなのですが、学校に直接寄附ということになると、寄附

者の権力とか、そういうことが変な形であらわれてくることがないような感じにしていただきたいと思う

のですが、その辺はいかがでしょうか。 

会長 先ほど委員のところで言おうと思ったのですが、ボランティアも寄附も、あくまで受ける側が必要

とするボランティアであり、必要とする寄附でなかったら、例えば学校であれば、学校教育の本来のあり

方からして必要もないような、あるいは極端なことを言うと、考えに反するようなことに、寄附をするか

らそれをやってほしいと言われても、それは校長なりボランティアを受ける団体が拒否をする。あくまで

必要とするところに必要とするボランティア、必要とするお金なりサービスということでないと、それは

やはりいけないのではないですか。例えばとんでもない教育に、私が金を出すから、それを学校でやれと

言われたって、学校はきっちりと拒否をする。それはやはり私たちの教育の考えに反しますということに

なるのが当たり前ではないでしょうか。 

委員 その辺が変な方に行かないようにということです。 

会長 あくまでそれは子どもたち、受ける側にとって必要なものにならないといけないですね。ボランテ

ィアも押しつけボランティアで、そんなことしてもらわなくたっていいような、それはボランティアとは

多分言わないのではないかと思いますが、そういったものが今後、妙にふえてきたりすると、お節介みた

いなボランティアとか、余計なお金なら要りませんというべきです。 

 だから、アメリカとかイギリスなどでも、望ましくない人とか団体からの寄附は受けないのですね。そ
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れはもうはっきりしているのです。例えは悪いのですが、暴力団関係の人の寄附なんていうのは最初から

受けない。それから、子どもから見て余り望ましくない企業からの寄附については、世の中には認められ

ている職業でも、子どもから見て望ましくない形で稼いだお金であるから受けない、というルールみたい

なものをイギリスなどではつくっています。 

委員 今の内容なのですが、例えばアメリカのＭＡＤＤという有名な飲酒運転撲滅運動がありますよね。

あそこはアルコール飲料のメーカーから一切寄附を受けない。今ゼネラルモーターズはちょっとおかしく

なっていますが、一昨年あたりまではその団体に年間60億円出していたのですね。 

 それはさておいて、今後、寄附を受けられるようになったときに、行政としてそういう選別をするのか

どうかということですね。そういう考えがあるかどうかちょっとお伺いしたいのですが。 

会長 それはどうですか。今、私が紹介したような、こういう人からは受けないという形の選別は行政の

方ではなさるのですか。今はしているのですか。 

次長 今、実際に学校で寄附を受けるときには、学校長がその寄附をもらって、学校教育のこういう場面

で役立つからいただきますということで受けているのですね。それ以外について断った例があるかどうか

ちょっとわかりませんが、基本的には学校教育にとってどうかというのが視点になってきますので、その

判断でやっています。それが今度は区の教育委員会の方に寄附を受けていいかどうかという問い合わせが

来ますので、当然それらをもとにしながら、教育委員会としてもオーケーですよという扱いになっていま

す。 

委員 寄附がマネーロンダリングになったりしたらね。 

会長 そうですね。おっしゃるとおりです。マネーロンダリングにならないような、何かそういう裏で悪

いことをしているやつがうまく切り抜けるようなものにならないように。だんだん巧妙になってきていま

すから、危ないと言えば危ないのですが。まあ、そういうことを心配しすぎてしまうと、また集まるもの

も集まらないし。 

委員 そういう意味では、一元化で１カ所に寄附を集めて、そこで分配する形も考えられるのではないで

すか。 

会長 そういう形態もあります。これもまたイギリスの例ですが、個人なり会社があるところにドンと出

す場合もあるが、その真ん中に財団みたいなところをつくって、寄附を集めると同時に、あらかじめ受け

取る側にどういうボランティアなりお金が欲しいかみたいなことも聞くのですね。その団体にヒアリング

に行ったことがあるのですが、そこで中立的にしっかり集めると同時に、受け取る側のニーズを絶えず聞

いておく。 

 例えばグラウンドを整備したいから何百万欲しいとか、こういう設備を買いたいから何百万欲しいとい

う要求を絶えず学校側から聞いておいて、それに対してお金をまた一方で集める。しかも、極めて透明に、

公平にちゃんとやるというシステムです。これは始まってくればそういう知恵も働くし、もう既に諸外国
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ではそのようなすばらしい実績があるので、私たちはそういうところから学べば、極めて公平に、効果的

に、子どもたちのために、あるいは活動のためにいい形でお金が使えるような知恵が出てくるのではない

かと思います。 

委員 文章の最後の言葉のところで、これは行政の方に責務とか役割を持たせるということでそのように

なっているのかと思うのですが、例えば９ページの一番上、「それぞれどのような責務と役割をもって臨

むかを明らかにします」とありますので、ですます調で全部整えて、「努めることとします」とか「もの

とします」という言葉が後にずっと続くのを、「努めます」と言い切ってしまってはまずいのかと。これ

は行政の考え方によるのだろうと思いますが、「こととします」とか「ものとします」としておいた方が、

変な意味で言えば使い回しがいろいろきくのだろうと想像できるのですが、一番上のように「明らかにし

ます」と言い切っているのですから、下の方も「そうします」という形で終わった方がいいのかなという

感じも受けました。 

庶務課長 全体的な語尾の整理であるとか、先ほどの片仮名のお話もありましたが、おおよそ固まった段

階でその辺は再整理をして、全体の調和、整合を図ろうと思っております。今のところについてはちょっ

と即答できませんが、今のご趣旨を踏まえて、できるだけ簡素でわかりやすい表現には変えていきたいと

思います。 

委員 こうしろとかああしろと言うのではないのですが、最初の言葉が「します」と書いてあるから、後

もそういう意思を示した方がいいのではないかということです。 

会長 ありがとうございました。もうそろそろよろしいですか。 

 それでは、今日の第７回目の懇談会は、提言案についての皆さん方からのご意見はこれぐらいで、とり

あえず締めさせていただきたいと思います。最初にも申し上げましたように、次回は今日出ました意見を

取りまとめて、さらに改訂版の提言案をまとめてお示ししていきたいと思います。 

 では、事務局から次回以降の日程について改めてご説明をお願いします。 

庶務課長 第８回につきましては、５月２８日月曜日午後６時半から、この第５・６会議室で開催いたし

ます。以上でございます。 

会長 皆さん方、お忙しいと思いますが、５月２８日の月曜日６時半からこの場所でということです。 

 何か傍聴人の方でご意見がございましたら、挙手をお願いしたいのですが。 

（発言者なし） 

 それでは、第７回の杉並区教育基本条例等に関する懇談会をこれで閉じさせていただきます。ありがと

うございました。 


